
１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長 溝上　達也 大学教授

委員 弘田　貴郎 税理士

委員 安部　真 税理士

３　審査対象期間

４　審査契約件数

（１）　公共工事

①　競争入札によるもの

・審査対象件数 3 件

・審議件数 2 件

うち、低入札価格調査の対象となったもの 0 件

②　随意契約によるもの

・審査対象件数 1 件

・審議件数 1 件

（２）　物品・役務等

①　競争入札によるもの

・審査対象件数 9 件

・審議件数 2 件

うち、契約金額が５００万円以上のもの 0 件

うち、参加者が一者しかいないもの 2 件

うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件

うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

②　随意契約によるもの

・審査対象件数 2 件

・審議件数 2 件

うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの 2 件

うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの 0 件

うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件

うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

５　審議案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況　（具体的な内容を記載するとともに、審議を行った際の書類も併せて提出すること。）

所見なし

愛媛労働局公共調達監視委員会設置要綱第６条等により抽出

愛媛労働局公共調達監視委員会活動状況報告書

（部局名）　愛媛労働局

令和3年1月27日(水)

令和２年７月１日　～　令和２年１２月３１日



１　委　員

委員長　　溝上　達也　（大学教授）

委員　　　弘田　貴郎　（税理士）　

委員　　　安部　真　（税理士）

２　審議対象期間及び件数

令和２年７月１日　～　令和２年１２月３１日　　　　7　件

３　概要等

別添「公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果」のとおり。

事務局より各審議案件について説明を行い、以下のとおり質疑応答がなされた。

委員
どのように予定価格を積算しているのか。業者からの見積りを基に出している
のか。

事務局
業者からどういった内容のものが必要かを確認し、それに基づいて定価を調
べ、公共工事の労務単価で設定し予定価格を決定している。

委員 見積りを依頼した業者は何者あるのか。

事務局 一者である。

委員 見積りを依頼する際に、入札案件であることは伝えるのか。

事務局 然り。

委員 その見積りを行った業者が入札に参加するのか。

事務局 然り。

令和２年度第２回愛媛労働局公共調達監視委員会審議概要

質　疑　応　答

【　1-3　西条及び四国中央公共職業安定所LED照明改修契約　】



委員 入札は一者だけだったのか。

事務局
参加が見込まれる業者に複数声をかけたが、返答なしなどで最終的に一者に
なってしまった。

委員 見積りと入札時の業者が提出した内訳書の金額が異なるのはなぜか。

事務局

この案件は、予算取りを必要とする工事ではなく、配賦された予算内で行うも
のであった。定価で見積りを行ってもらうことや、相場より高く見積りを行っ
てもらうようなことは行っていない。およそどの程度費用が掛かるのかを見積
もってもらい、それを基に市場価格の相場がどのくらいなのかを考慮して、予
定価格を積算している。

委員
過去にも見積りを依頼した業者が、見積りを行った額と異なった金額で入札す
ることがあったか。

事務局
見積依頼を行った業者に契約を約束するものではないため、依頼した業者も同
業他社が複数応札してくることを見込み、入札額を決定してくる。それにより
過去にも同じことはあったと思われる。

委員
今回市場価格と照らし合わせた上で、予定価格を見積金額と同じにしたのはな
ぜか。

事務局
市場価格を調べたものの、参考となりそうな情報見つからず、価格の変動につ
いて判断がつかなかったため、見積価格を予定価格とした。

委員
その方法は違和感があるが,この契約のLED照明は業者しか手に入らないものな
のか。

事務局

そうではない。
価格調査は行ったが、見積金額と同じ額の情報しか見つからなかったものであ
る。物品の類ならば、インターネット等で価格を調べ市場価格を把握すること
は比較的容易なことが多いが、建設業、建築部材は適正な価格を見つけること
が難しい場合がある。

委員
予定価格と契約金額が解離しているが、これも市場価格が見つからなかったの
か。

事務局
この契約においても、選定した業者に見積もりを行ってもらい、その見積価格
を参考にして予定価格を決定した。

委員 休業支援金の制度が終了すれば、この契約はなくなるということか。

【　4-1　愛媛労働局休業支援金センターに係る備品類賃貸借契約　】



事務局 然り。

委員
予算要求のため、選定した業者に概算で見積を依頼し、その後、より安価にし
てもらうよう交渉したということか。

事務局

然り。
当契約は、特殊であり短期間のリース契約であったため、減価償却に係る割合
などの設定が通常の物品購入と異なり、予定価格の積算に係るノウハウの蓄積
がなかったため、結果として予定価格が高めになったという部分もある。

委員 特定のパソコンを除いているのはなぜか。

事務局 厚生労働本省からの指示を踏まえたものである。

委員
業者の選定について、急ぎの契約のため、同種の契約を履行している業者と契
約を結んだとのことだが、ほかに松山市内で当契約を履行できる業者はいな
かったのか。

事務局
入札を行えば参加が見込まれる業者は複数あったが、極めて短期間で契約を締
結する必要があったことから、契約の確実な履行が期待できる当業者と契約を
結んだ。

委員
予定価格の見積りだけでもほかの業者に依頼することはできなかったのか。時
間的制約があり厳しい状況であったのは理解するが、見積りはほかの業者にも
依頼したほうがよいのではないか。

事務局 ご指摘として承りたい。

委員 当契約は、助成金支給期間などが延長になれば、また入札を行うのか。

事務局
いまのところ、現在の契約業者と交渉し、リース期間を延長する方向で考えて
いる。

【　4-2　愛媛労働局助成金センター（雇用調整助成金部門）に係る備品類賃貸借契約　】

【　2-1　愛媛労災特別介護施設（ケアプラザ新居浜）中央監視装置特別延命対策工事　】

【　3-8　オンライン職業相談実施に係るPC等購入契約　】

【　4-1　愛媛労働局休業支援金センターに係る備品類賃貸借契約　】



委員
当契約も予定価格の見積りを行った業者と契約を締結しているが、他の業者に
見積を依頼することはできなかったのか。

事務局
本件は、当建物の完成時に設置した装置の更新・改修の契約であるため、装置
を設置した業者にしか、見積りが困難な案件だった。

委員 装置の設置時の価格はわかるのか。

事務局
予定価格決定時に比較しようとしたが、当建物が完成したのが二十年ほど前で
あり、資料が残っていなかったため、わからなかった。

事務局
また、当装置は近々更新の予定があり、その際には現在の装置を設置した業者
以外も参加できるよう計画していたが、その更新以前に故障が起こってしまっ
たため、当該業者に依頼することとなった。



様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

番号 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競争
等の別（総合評価の実
施）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考
公共調達審査会

審議結果状況（所見）

2
八幡浜公共職業安定所高圧機器更
新工事

愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑
泰克
松山市若草町４番地３

令和2年8月11日
新光通信工業株式会社
松山市小栗6-1-31

6500001004877 一般競争入札 2,980,895 2,350,700 78.9  1者 所見なし

3
西条及び四国中央公共職業安定所
ＬＥＤ照明改修工事

愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑
泰克
松山市若草町４番地３

令和2年11月10日
株式会社シンニチ
高松市藤塚町3-13-12

3470001002103 一般競争入札 6,409,050 4,040,000 63.0  1者 所見なし

4 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑泰克
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑泰克
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑泰克
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑泰克
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

公 共 調 達 審 査 会 審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果 （ 公 共 工 事 ）

令和２年７月１日～令和２年１２月３１日 愛媛労働局



様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

番号 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由（企画競争又
は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数
（人）

備　考
公共調達審査会

審議結果状況（所見）

1
愛媛労災特別介護施設（ケアプラザ
新居浜）中央監視装置特別延命対
策工事

愛媛労働局
支出負担行為担当官　山
﨑泰克
松山市若草町４番地３

令和2年7月28日
アズビル株式会社
東京都千代田区丸の内
2-7-3

9010001096367

会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102
条の4第3号
別添随意契約理由書参照

9,132,000 9,132,000 100.0 0 新規 所見なし

2 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

7 #N/A
愛媛労働局
支出負担行為担当官　川越俊治
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

公 共 調 達 審 査 会 審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果 （ 公 共 工 事 ）

令和２年７月１日～令和２年１２月３１日 愛媛労働局



様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

番号 物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競争
等の別（総合評価の実
施）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考
公共調達審査会

審議結果状況（所見）

5
年度後半における集中的な就職面
接会事業委託契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　山
﨑泰克
松山市若草町４番地３

令和2年10月13日

伊予鉄総合企画株式会
社
愛媛県松山市三番町４－
９－５

5500001000472 一般競争入札 3,074,100 2,343,000 76.2  1者 所見なし

8
オンライン職業相談実施に係るPC
等購入契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官　山
﨑泰克
松山市若草町４番地３

令和2年12月11日
株式会社シンニチ
高松市藤塚町3-13-12 3470001002103 一般競争入札 2,622,620 2,520,000 96.1  1者 所見なし

公 共 調 達 審 査 会 審 議 対 象 一 覧 及 び 審 議 結 果 （ 物 品 ・ 役 務 等 ）

令和２年７月１日～令和２年１２月３１日 愛媛労働局



様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

番号 物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名
称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条
文及び理由（企画競争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)
再就職の
役員の数
（人）

備　考
公共調達審査会

審議結果状況（所見）

1
愛媛労働局休業支援金センターに
係る備品類賃貸借契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官 山
﨑泰克
松山市若草町４番地３

令和2年7月1日
北四国事務器株式会社
愛媛県松山市空港通5丁
目10-6

3500001001357

会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号
　本件は、「新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の
ための措置の影響により中小企業の労働者が休業し、休業
中に賃金（休業手当）を受けることができない場合に、当該労
働者の申請により支給を行う「新型コロナウィルス感染症対
応休業支援金（以下「支援金」という。）」の創設が、令和２年
５月２７日に閣議決定された令和２年度第二次補正予算に盛
り込まれたことに伴い、支援金に係る申請書類の審査や支給
処理を一元的に処理する部署として設置されることとなった
「休業支援金センター（以下「センター」という。）」の運営に必
要な什器類，電話装置一式及びＯＡ機器類の借受契約であ
る。
センターの設置については、厚生労働省より、６月中に体制
を整えるよう指示を受けており、今月中に什器類等を調達の
上、什器の設置及び電話設備工事を行う必要があるが、本件
に係る予算措置は令和２年６月１２日に可決された令和２年
度第二次補正予算に基づくものであり、実質的な納期は２週
間程度しかなく、一般競争入札に付す時間的余裕がないこと
から、緊急に契約を行う必要があると認められるため、「予算
決算及び会計令第１０２条の４第３号」に規定する「緊急随
契」の摘要要件を満たしている。

4,028,753 2,602,710 64.60 0 新規 所見なし

2
愛媛労働局助成金センター（雇用調
整助成金部門）に係る備品類賃貸
借契約

愛媛労働局
支出負担行為担当官 山
﨑泰克
松山市若草町４番地３

令和2年7月1日
北四国事務器株式会社
愛媛県松山市空港通5丁
目10-6

3500001001357

会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の
4第3号
本件は、「新型コロナウイルス感染症の影響で急増している
雇用調整助成金の相談・申請・審査及び支給に係る処理を一
元的に実施するため、令和２年５月２７日に閣議決定された
「雇用調整助成金事務処理センター（以下「センター」とい
う。）」の設置に必要な什器類，電話装置一式及びＯＡ機器類
の借受契約である。
センターの設置については、厚生労働省より、６月中に体制
を整えるよう指示を受けており、今月中に什器類等を調達の
上、什器の設置及び電話設備工事を行う必要があるが、本件
に係る予算措置は令和２年６月１２日に可決された令和２年
度第二次補正予算に基づくものであり、実質的な納期は２週
間程度しかなく、一般競争入札に付す時間的余裕がないこと
から、緊急に契約を行う必要があると認められるため、「予算
決算及び会計令第１０２条の４第１項第３号」に規定する「緊
急随契」の摘要要件を満たしている。

3,801,901 2,797,740 73.59 0 新規 所見なし
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愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑泰克
松山市若草町４番地３

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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愛媛労働局
支出負担行為担当官　山﨑泰克
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公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果 （ 物 品 ・ 役務等 ）

令和２年７月１日～令和２年１２月３１日 愛媛労働局


